
麻溝台・新磯野第一整備地区における
都市計画の変更に関する都市計画説明会

日時 令和６年４月１９日（金） 午後７時から

令和６年４月２０日（土） 午前１０時から

場所 南区相武台公民館 ２階 大会議室
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１ 麻溝台・新磯野第一整備地区について

２ 都市計画の変更（素案）について

（１）用途地域

（２）防火地域及び準防火地域

（３）都市計画道路

（４）都市計画公園

（５）土地区画整理事業

（６）地区計画

３ 今後の都市計画の手続きについて

説明の内容 2



相模原市役所
・中央区役所

緑区役所城山総合事務所

南区役所

津久井総合事務所

相模湖総合事務所
藤野総合事務所

相模湖津久井都市計画区域
都市計画
区域外

都市計画区域外

相模原都市計画区域

3１ 麻溝台・新磯野第一整備地区について －地区の位置－



Ｊ
Ｒ
相
模
線 麻溝台・新磯野第一整備地区

相模原愛川ＩＣ

県道５２号

Ｎ

＜相模原都市計画区域＞

１ 麻溝台・新磯野第一整備地区について －地区の位置－ 4



麻溝台・新磯野第一整備地区
麻溝台８丁目交差点

峰山霊園

５・６・１号
相模原麻溝公園

米軍施設

Ｎ

＜航空写真＞

１ 麻溝台・新磯野第一整備地区について －地区の位置－ 5



【麻溝台・新磯野地区整備推進事業】
圏央道相模原愛川インターチェンジ周辺の立地特

性を生かした、産業を中心とした新たな拠点（約
148ha）として市街地整備を推進。

早期の事業着手・事業完成に向けて、事業効果の
高い幹線道路が交差する地区の中央部（約38.1ha）
を第一整備地区として先行して進め、地区全体のま
ちづくりを推進。

・相模原愛川インターチェンジ 約３km
・小田急相模原駅 約２km
・相武台前駅 約２km

１ 麻溝台・新磯野第一整備地区について －これまでの経緯－ 6



【都市計画決定及び変更の内容】

区域区分の変更

市街化調整区域から市街化区域へ編入

用途地域の変更

第一種中高層住居専用地域、第二種住居地域、準工業地域、工業地域

防火地域及び準防火地域の変更

第一種中高層住居専用地域、第二種住居地域を定める部分を準防火地
域とする

道路の決定及び変更

３・４・５号村富相武台線

３・６・６号町田新磯野線

７・４・２号麻溝台新磯野中通り線（決定）

公園の決定

２・２・１４３号麻溝台第２公園

２・２・１４４号麻溝台第３公園

２・２・１４５号新磯野第２公園

下水道の変更

排水区域の変更

土地区画整理事業の決定

麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業

地区計画の決定

麻溝台・新磯野第一地区地区計画 ※平成２８年６月に一部変更

【平成２６年５月 都市計画決定及び変更】
地区の一部の区域において、区域区分の変更により市街化区域へ編入することに伴い、新たな都市づく

りの拠点として周辺への環境に配慮しながら都市基盤の整備を図るとともに、新たな産業用地の創出や良
質な住宅の供給に向けた土地利用を図るため、用途地域の変更などを行う。

１ 麻溝台・新磯野第一整備地区について －これまでの経緯－ 7



見直しのポイント

土地利用計画の見直し

事業再開に向けた取組の中で、当初

の土地利用計画を基本に、大街区化を

図るとともに、道路等の公共施設の配

置や規模を見直したことに伴い、都市

計画の変更が必要となりました。

公園・緑地の変更

都市計画公園の配置・面積を変更し

ます。

都市計画道路の見直し

都市計画道路の起終点や幅員を変更

します。

それに伴い、都市計画道路と重複し

た地区施設道路を廃止します。

歩行者専用通路（緑道）の見直し

土地利用計画の変更に伴い、歩行者

専用通路（緑道）の一部を廃止します。

地区の大街区化に伴い、歩行者専用

通路（緑道）の位置を変更します。

公園・緑地の変更
（配置・面積の変更）

公園

公園

大街区化
（区画道路の廃止）

15m

13m

都市計画道路の見直し
（起終点・幅員の変更）

１ 麻溝台・新磯野第一整備地区について －これまでの経緯－

＜土地利用計画の見直しについて＞
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１ 麻溝台・新磯野第一整備地区について

２ 都市計画の変更（素案）について
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麻溝台・新磯野第一整備地区においては、平成２６年５

月に土地区画整理事業の都市計画決定を行い、その後、事

業に着手しましたが、大量の地中障害物の発出等により、

事業の推進が困難となり、一時中断を決定しました。

今回、事業再開に向けた取組みの中で、麻溝台・新磯野

第一整備地区内の土地利用計画の見直しを行ったことから、

都市計画道路(麻溝台新磯野中通り線)の起終点等の変更及

び歩行者専用通路の位置を変更するとともに、関連する都

市計画を変更するものです。

２ 都市計画の変更（素案）について

＜都市計画を変更する理由＞
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１ 麻溝台・新磯野第一整備地区について

２ 都市計画の変更（素案）について

（１）用途地域

（２）防火地域及び準防火地域

（３）都市計画道路

（４）都市計画公園

（５）土地区画整理事業

（６）地区計画

３ 今後の都市計画の手続きについて
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①第一種中高層住居専用地域 → 第二種住居地域
面積 約０.０１ｈａ

②準工業地域
→ 第一種中高層住居専用地域
面積 約０.０１ｈａ

④準工業地域
→ 第一種中高層住居専用地域
面積 約０.３ｈａ

③準工業地域 → 第二種住居地域
面積 約０.３ｈａ

第二種住居地域

工業地域

準工業地域

第一種中高層
住居専用地域

２ 都市計画の変更（素案）について －（１）用途地域

第一種中高層
住居専用地域
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←用途地域界

←用途地域界

②、③、④の変更イメージ

変更となる区域

①の変更イメージ

土地利用計画の見直しにより、
地区施設の位置を変更。

それに伴い、用途地域界が変更

地区施設（歩行者専用通路）

地区施設（歩行者専用通路）

Ｗ＝１３ｍ

地区施設道路

地区施設道路 → 都市計画道路
幅員 １３ｍ → １５ｍ

※今回変更が生じた箇所については、用途地域界を地区施設又は都市計画道路の中心に設定

土地利用計画の見直しにより、
都市計画道路の起終点を変更。

幅員の変更により、線形が一部変更。
それに伴い、用途地域界が変更。

Ｗ＝１５ｍ

変更となる区域

都市計画道路

２ 都市計画の変更（素案）について －（１）用途地域 13



１ 麻溝台・新磯野第一整備地区について

２ 都市計画の変更（素案）について

（１）用途地域

（２）防火地域及び準防火地域

（３）都市計画道路

（４）都市計画公園

（５）土地区画整理事業

（６）地区計画

３ 今後の都市計画の手続きについて
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準防火地域の変更
面積 約０.６ｈａ

準防火地域

２都市計画の変更（素案）について －（２）防火地域及び準防火地域

－

第一種中高層住居専用地域・第二種
住居地域を定める部分を準防火地域
に追加する。
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１ 麻溝台・新磯野第一整備地区について

２ 都市計画の変更（素案）について

（１）用途地域

（２）防火地域及び準防火地域

（３）都市計画道路

（４）都市計画公園

（５）土地区画整理事業

（６）地区計画

３ 今後の都市計画の手続きについて
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幅員 １５.０m

車道７.０m（自転車混在） 歩道４.０ｍ

○名 称：相模原都市計画道路７・４・２号麻溝台新磯野中通り線

⇒相模原都市計画道路７・５・３号麻溝台新磯野中通り線

○延 長：約２,１４０m ⇒ 約１,２４０m

○代表幅員：１７m ⇒ １５m

○車線の数：２車線

○構造形式：地表式

歩道４.０ｍ

【標準断面図 変更後】

※ 幅員構成は、今後の事業実施段階において交通管理者等との調整により変更となる可能性があります。

変更前の区域
変更後の区域

２ 都市計画の変更（素案）について －（３）都市計画道路 17



変更前の区域

７・４・２号麻溝台新磯野中通り線

３・４・５号村富相武台線

18m

17m

17m

17m

（２７ｍ）

２ 都市計画の変更（素案）について －（３）都市計画道路

＜７・４・２号麻溝台新磯野中通り線＞
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変更後の区域

７・５・３号麻溝台新磯野中通り線

３・４・５号村富相武台線 （２７ｍ）

13m

15m
15m

15m

２ 都市計画の変更（素案）について －（３）都市計画道路

＜７・５・３号麻溝台新磯野中通り線＞
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幅員 ２７.０m

歩道等４.４５ｍ

○名 称：相模原都市計画道路３・４・５号村富相武台線

○延 長：約８,５８０m

○代表幅員：1８m ※1

○車線の数：４車線

○構造形式：地表式

※1 第一整備地区内は２７.０ｍ

歩道等４.４５ｍ

【標準断面図】（第一整備地区内）

※ 幅員構成は、今後の事業実施段階において交通管理者等との調整により変更となる可能性があります。
※ 今回の都市計画変更は幅員を変更するものではなく、交差点の形状を変更するものです。

村富相武台線
交差点の形状変更

２ 都市計画の変更（素案）について －（３）都市計画道路 20

車道１８．１m



７・５・３号麻溝台新磯野中通り線

13m

15m

15m

18m

17m

17m

（２７ｍ）

15m

17m

変更後変更後

変更前
変更前

２ 都市計画の変更（素案）について －（３）都市計画道路

３・４・５号村富相武台線

＜３・４・５号村富相武台線＞
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７・５・３号麻溝台新磯野中通り線

13m

15m

15m

18m

17m

17m

（２７ｍ）

15m

17m

変更後変更後

変更前

２ 都市計画の変更（素案）について －（３）都市計画道路

変更前

＜３・４・５号村富相武台線＞

３・４・５号村富相武台線
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７・５・３号麻溝台新磯野中通り線

13m

15m

15m

18m

17m

17m

（２７ｍ）

15m

17m

変更後

変更前

２ 都市計画の変更（素案）について －（３）都市計画道路

＜３・４・５号村富相武台線＞

３・４・５号村富相武台線
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※ 幅員構成は、今後の事業実施段階において交通管理者等との調整により変更となる可能性があります。
※ 今回の都市計画変更は幅員を変更するものではなく、交差点の形状を変更するものです。

○名 称：相模原都市計画道路３・６・６号町田新磯線

○延 長：約６,１８０m

○代表幅員：1１m ※1

○車線の数：２車線

○構造形式：地表式

※1 第一整備地区内は２０.０ｍ

幅員 ２０.０m

車道１３.０m（自転車通行帯） 歩道３.５ｍ歩道３.５ｍ

町田新磯線
交差点の形状変更

２ 都市計画の変更（素案）について －（３）都市計画道路

【標準断面図】（第一整備地区内）
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７・５・３号麻溝台新磯野中通り線

３・４・５号村富相武台線

13m

15m

15m

18m

17m

17m

（２７ｍ）

15m

17m

変更後

変更前

２ 都市計画の変更（素案）について －（３）都市計画道路

＜３・６・６号町田新磯線＞
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１ 麻溝台・新磯野第一整備地区について
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（３）都市計画道路
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（５）土地区画整理事業

（６）地区計画

３ 今後の都市計画の手続きについて
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３・４・５号村富相武台線

７・５・３号麻溝台新磯野中通り線

変更前の区域
変更後の区域

２・２・１４４号 麻溝台第３公園
面積 約０.４６ｈａ → 約０.４３ｈａ

２・２・１４３号 麻溝台第２公園
面積 約０.２８ｈａ → 約０.２５ｈａ

２・２・１４５号 新磯野第２公園
面積 約０.４１ｈａ → 約０.２５ｈａ

２ 都市計画の変更（素案）について －（４）都市計画公園 27
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１ 麻溝台・新磯野第一整備地区について

２ 都市計画の変更（素案）について

（１）用途地域

（２）防火地域及び準防火地域

（３）都市計画道路

（４）都市計画公園

（５）土地区画整理事業

（６）地区計画

３ 今後の都市計画の手続きについて
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道

路

種 別 名 称

左記について
は、別に都市計
画において定め
るとおりとする。幹線道路

3・４・５号
村富相武台線

3・６・６号
町田新磯線

７・４・２号
麻溝台新磯野
中通り線

都市計画道路３・４・５号村富相武台線、３・
６・６号町田新磯線、７・４・２号麻溝台新磯
野中通り線を整備し、幅員６～１３ｍの区画道
路を土地利用計画に整合させ、効果的に配置す
る。

道

路

種 別 名 称

左記について
は、別に都市計
画において定め
るとおりとする。

幹線街路

3・４・５号
村富相武台線

3・６・６号
町田新磯線

区画街路
７・５・３号
麻溝台新磯野
中通り線

都市計画道路３・４・５号村富相武台線、３・
６・６号町田新磯線、７・５・３号麻溝台新磯
野中通り線を整備し、幅員６～１３ｍの区画道
路を土地利用計画に整合させ、効果的に配置す
る。

２ 都市計画の変更（素案）について －（５）土地区画整理事業

－
＜計画書の変更＞

都市計画道路の名称の変更に伴い、計画書を変更するもの

変更前 変更後
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１ 麻溝台・新磯野第一整備地区について

２ 都市計画の変更（素案）について

（１）用途地域

（２）防火地域及び準防火地域

（３）都市計画道路

（４）都市計画公園

（５）土地区画整理事業

（６）地区計画

３ 今後の都市計画の手続きについて
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地区施設（変更前）
廃止（道路）
廃止（通路）
変更（道路）
変更（通路）

歩行者専用通路－１
（廃止）

区画道路－１（廃止）
※都市計画道路と重複するため

区画道路－４
（廃止）

※都市計画道路と
重複するため

歩行者専用通路－２
（廃止）

※都市計画法において、地区施設は「都市計画施設以外の施
設」と定められているため、都市計画道路（ ）と
重複する地区施設を廃止するもの

２ 都市計画の変更（素案）について －（６）地区計画

＜地区施設の変更（変更前）＞

31

区画道路－２
（変更）

区画道路－３
（変更）

歩行者専用通路－３
（変更）

区画道路－５
（変更）

歩行者専用通路－４
（変更）



地区施設（変更後）

変更（道路）
：形状の変更箇所

変更（通路）
：変更前の位置

２ 都市計画の変更（素案）について －（６）地区計画

＜地区施設の変更（変更後）＞

歩行者専用通路－３
（変更） 歩行者専用通路－４

（変更）
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区画道路－２
（変更）

区画道路－３
（変更）

区画道路－５
（変更）



①Ｂ地区 → Ａ地区
面積 約０.０１ｈａ

②Ｃ－１地区 → Ｂ地区
面積 約０.０１ｈａ

④Ｃ－２地区 → Ｂ地区
面積 約０.３ｈａ③Ｃ－１、Ｃ－２地区 → Ａ地区

面積 約０.３ｈａ

Ａ地区

Ｄ地区

Ｅ地区

Ｂ地区

Ｂ地区

Ｃ－２地区

２ 都市計画の変更（素案）について －（６）地区計画

＜地区の区分の変更＞

※各地区における建築物に関する制
限（用途の制限等）の内容の変更は
行っていません。
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3434

１ 麻溝台・新磯野第一整備地区について

２ 都市計画の変更（素案）について

（１）用途地域

（２）防火地域及び準防火地域

（３）都市計画道路

（４）都市計画公園

（５）土地区画整理事業

（６）地区計画

３ 今後の都市計画の手続きについて

説明の内容 34



都
市
計
画
説
明
会

公

聴

会

原

案

の

作

成

神

奈

川

県

知

事

協

議

案

の

縦

覧

【
２
週
間
】

都

市

計

画

審

議

会

都
市
計
画
の
変
更
告
示

令
和
６
年
４
月
19
日
（
金
）

４
月
20
日
（
土
）

※公述の申し出がない場合は
公聴会は開催しません。

令
和
６
年
６
月
14
日
（
金
）
午
後
７
時

相
武
台
公
民
館

大
会
議
室(

２
階)

素
案
の
縦
覧

令
和
６
年
４
月
24
日
（
水
）

～
５
月
10
日
（
金
）

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
、

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
）

公述申出公述申出

３ 今後の都市計画の手続きについて

各手続きの日程につきましては、
広報さがみはら及び市ホームページでお知らせする予定です。

意見書提出意見書提出
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ご清聴ありがとうございました。

都市計画の変更に関する都市計画説明会 36


